
市政の話題

Adm
inistrative R

eform

共
感
と
連
携
に
よ
る

改
革
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
を

平
成
26
年
11
月
11
日（
火
）、同
年
５

月
に
発
足
し
た
田
原
市
行
政
改
革

推
進
委
員
会（
会
長
：
戸
田
敏
行
氏
・
愛
知

大
学
地
域
政
策
学
部
教
授
）か
ら
、田
原
市

長
へ「
第
３
次
田
原
市
行
政
改
革
大
綱（
原

案
）」の
答
申
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
行
政
改
革
大
綱
」は
、効
率
的
・
効
果
的

な
行
財
政
運
営
や
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
質
向

上
の
た
め
、市
が
取
り
組
む
べ
き
内
容
を

定
め
た
も
の
で
す
。

　

市
は
今
後
、答
申
内
容
を
踏
ま
え
、パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
制
度（
９
頁
に
掲

載
）に
よ
り
広
く
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
意

見
を
伺
っ
た
後
、平
成
27
年
３
月
末
ま
で

に
、正
式
な
行
政
改
革
大
綱
と
し
て
策
定

す
る
予
定
で
す
。

▼
政
策
推
進
課
☎
23
局
３
５
０
７

「
東
三
河
広
域
連
合（
仮

称
）」を
も
っ

と
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、皆
さ
ん
の

疑
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

Q　

広
域
連
合
長
は
ど
う
選
ぶ
の
？

A　

広
域
連
合
長
は
、東
三
河
８
市
町

村
長
が
８
市
町
村
長
の
中
か
ら
選
び

ま
す
。

　
　Q　

広
域
連
合
議
員
は
何
人
な
の
？
ど

う
選
ぶ
の
？

A　

広
域
連
合
議
員
の
定
数
は
26
人
で

す
。構
成
は
、豊
橋
市
７
人
、豊
川
市

４
人
、蒲
郡
市
・
新
城
市
・
田
原
市
が

３
人
、設
楽
町
・
東
栄
町
・
豊
根
村
が

２
人
で
す
。８
市
町
村
そ
れ
ぞ
れ
の

議
会
で
、そ
の
議
員
の
中
か
ら
選
び

ま
す
。

　

11
月
１
日
号
広
報
を
ご
覧
に
な
ら
れ

た
方
か
ら
、ご
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

Q　

広
域
連
合
に
よ
り
不
都
合
な
部
分

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

A　

こ
れ
ま
で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
、

相
談
や
申
請
な
ど
の
窓
口
は
、各
市
町

村
に
残
り
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
が

不
便
に
な
ら
な
い

範
囲
で
、住
民
サ
ー

ビ
ス
が
低
下
し
な

い
も
の
、８
市
町
村

で
取
り
組
む
こ
と

で
効
果
が
あ
る
も

の
を
選
ん
で
実
施

し
て
い
き
ま
す
。

▼
東
三
河
広
域
協
議
会
広
域
連
合
設
立

準
備
室

☎（
０
５
３
２
）51
局
２
３
７
７

http://w
w

w
.east-m

ikaw
a.jp/

▼
政
策
推
進
課
☎
23
局
３
５
０
７
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▲戸田会長（左）から答申書を受け取る鈴木克幸田原市長

災害時における応急
生活物資の調達に関
する協定
株式会社ヤマナカと締結

　12月１日（月）、田原市と株式
会社ヤマナカとの間で災害時
における応急生活物資の調達
に関する協定を締結しました。
　この協定は、災害が発生した
場合に田原市が保有する備蓄
物資に加え、食料品や日用品な
どの生活物資の供給を受ける
もので、災害時における市民生
活の安定確保を目的として締
結しました。
◦応急生活物資の品目
◦要請時点で、供給または製造

が可能な物資
◦田原市が指定する物資

▼防災対策課☎23局3548
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